
条件付一般競争入札公告 

 

令和７年６月27日 

                                           公益財団法人岩手県下水道公社 

理事長  菅原 常彦 

 

１   調達内容 

  (1)  業務件名及び数量  排水設備工事責任技術者管理システム再構築業務委託  一式 

(2)  業務の仕様等    入札説明書による。 

  (3)   履行期限      令和８年３月25日限り 

 (4)  履行場所      公益財団法人岩手県下水道公社 

              （岩手県盛岡市東見前３地割10番地２） 

 (5)  入札方法 

    (1)について総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する

金額を入札書に記載すること。 

 

２  入札参加者資格 

 (1)  入札参加者は、次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

イ  岩手県の令和５・６・７年度競争入札参加資格者名簿に「システム分析」、「ソフトウエア開発」

及び「データ処理」の資格者として登載されている者であること。 

ウ 岩手県内に本社（本店）を有する者であること。 

エ 令和７年３月31日現在、過去５年以内に国又は地方公共団体（出資法人を含む）に対し、元請と

して、情報システムを導入した実績を有すること。 

オ プライバシーマークの認定を受けている、又は、これと同等の個人情報保護のマネジメントシス

テムを確立していること。 

カ  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされて

いる者（更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

キ 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準（平成 12 年 3 月 30 

日 制定）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

  ク 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第６号に規定する

暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員と密接な関係を

有している者でないこと。 



 

３  契約条項を示す場所 

 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所 

    契約条項等は、公社ホームページで配布する。なお、入札参加希望者は、本業務に申請するとき

は公社ホームページを確認し、最新の入札説明書及び関係書式を用いること。 

     ホームページ：https://www.isf.or.jp/ 

 (2) 入札及び開札の日時及び場所 

   ア 令和７年７月22日（火） 午後２時30分 都南浄化センター３階 第２会議室 

   イ 予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行う。 

 (3) 問い合わせ先 

〒020-0832 岩手県盛岡市東見前３地割10番地２ 

           公益財団法人岩手県下水道公社 企画管理課 

           電話番号019-638-2623  FAX 019-632-1157 

 

４  その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金  免除する。 

 (3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 本件入札への参加を希望する者は、この公告に示

した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を、令和７年７月８日

（火）午後５時までに３(3)の場所に提出しなければならない。 

 (4) 入札への参加  (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認

められた者に限り入札に参加できるものとする。 

 (5) 入札の無効  この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務

を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 (6) 契約書の作成要否  要 

 (7) 落札者の決定方法 

   ア 予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

   イ 落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該落札者にくじを引かせて落札者を決定する。

この場合において、当該入札者のうちくじを引くことができない者があるときは、これらの者に

代えて、当該事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

 (8) 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

https://www.isf.or.jp/

